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対価の支払い方法について 

 

１ 対価の構成 

事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、

組合が事業者に支払う対価は次のとおりである。設計・建設工事費の詳細を表 １、

運営業務委託費の詳細を表 ２に示す。 

 

設計・建設工事費 

設計・建設業務について、建設事業者に支払う対価。 

 

運営業務委託費 

運営業務について、運営事業者に支払う対価。 

 

表 １ 設計・建設工事費の詳細 

設計・建設工事費 対象となる費用等 

『設計・建設工事費』 

・設計・建設業務に対して支払う対価 

 設計・建設業務を行う上で必要とな

るすべての費用とする。 

 

表 ２ 運営業務委託費の詳細 

運営業務委託費 対象となる費用等 

『運営固定費』 
・運営業務に対して、処理対象物搬入量

の多寡に関係なく支払う対価。 
・算出式は以下のとおりである。 
運営固定費 
＝運転経費＋維持管理費＋人件費＋そ

の他経費 
 

 運営業務を行う上で必要となるす
べての費用から、運営変動費を控除
した金額とする。 

 運転経費は、光熱水費の基本料金等
とする。 

 維持管理費は、法定点検・定期点検
等の保守管理費及び補修工事、更新
工事及び保全工事等の修繕工事費
用とする。 

 人件費は、運営業務に係る全人件費
とする。 

 その他経費には、保険料、公租公課
とする。ＳＰＣを設立する場合に
は、ＳＰＣ運営費用（人件費、監査
費用）も含む。 

 運営事業者の利益を含む。 
 運営開始前に必要となる諸費用を

含む（例えば、登録免許税等ＳＰＣ
設立費用等）。 
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運営業務委託費 対象となる費用等 

『運営変動費』 
・運営業務に対して、処理対象物搬入量

に応じて支払う対価。。 
・算出式は以下のとおりである。 
運営変動費 
＝処理対象物搬入量×変動費単価 

 

 処理対象物量の増減に応じて比例
的に増減する費用とする（例えば、
光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、
消耗品費等）。 

 運営事業者の利益は含まない。 
 変動費単価は、年間変動費を計画ご

み処理量で除すことにより提案す
ること。 

 

２ 対価の支払い方法 

設計・建設工事費 

設計・建設工事費の支払条件は、事業提案書を基に各会計年度における請負代

金の支払いの限度額を設定することによるものとし、建設事業者は前払金、部分

払及び中間前払について、建設工事請負契約書において定める内容により請求で

きる。 

 

運営業務委託費 

運営業務委託費は、令和10年４月から令和30年３月までの20年間にわたり、モ

ニタリング結果を踏まえ、月に１回運営事業者に対して支払うものとする。運営

事業者は、月間業務完了報告書を翌月の10日までに提出し、組合は提出を受けた

日から14日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。運営事業者

は、組合からの通知を受けた後速やかに請求書を組合へ提出する。組合は、請求

書を受理した日から30日以内に運営業務委託費を支払うものとする。 

運営固定費は、運営期間中の前半10年間（令和10年度から令和19年度）と後半

10年間（令和20年度から令和29年度）の期間に分けて、それぞれの期間で平均し

た金額を毎月均等（内訳毎に毎月均等）で支払うものとする。また、運営変動費

は、次の式に基づき実績処理対象物搬入量に応じて毎月精算する。 

 

運営変動費（円）＝実績処理対象物搬入量（t）×変動費単価（円/t） 

 

なお、入札価格における運営変動費は、表 ２に示す式に基づいて算定するもの

とし、処理対象物搬入量には要求水準書に示す計画処理量16,988t を代入するこ

と。 

 

３ 運営業務委託費の改定 

改定の基本的な考え方 

運営業務委託費は、物価変動による影響を踏まえて、年に１回改定の確認を行

う。各年度の改定は、改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5％を超過

する増減があった場合に改定を行うものとする。改定の確認は前年度の９月末ま

でに行い、翌年度の運営業務委託費を確定させる。 
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また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、事業者の提案した変動費単価が実態

に整合しない旨の申立てを事業者が組合に行った場合には、組合と事業者は協議

を行うものとする。 

 

改定方法 

運営業務委託費の改定に当たっては、運営固定費及び運営変動費の構成内容

ごと（運転経費、維持管理費、人件費、その他経費、変動費単価）に表 ３の改

定に用いる指標に基づいて、当該指標の改定率を確認する。 

初回の改定は、入札時点から直近１年間（令和５年６月から令和６年５月ま

で）の平均値を基準とし、表 ３に示す指標ごとに当該年度の８月 31 日時点で

公表されている直近一年間の平均値を用いて、表 ４に示す算定式により運営固

定費及び運営変動費を求めるものとする。 

２回目以降の改定は、前回改定時の指標を基準とし、表 ３に示す指標ごとに

当該年度の８月 31 日時点で公表されている直近一年間の平均値を用いて、表 

４に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。 

改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

改定に用いる指標は原則として変更しないが、市場の変動等により改定に用

いる指標が実態に整合しない場合には、事業者からの提案を基本とし、組合と

事業者で協議を行うものとする。ただし、当該協議が協議開始の日から 60 日以

内に整わない場合は、改定に用いる指標及び採用期間を変更しないものとする。 
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表 ３ 改定に用いる指標 

構成 
構成内容 

／改定の対象 
使用する指標 

運営固定費 

運転経費 
「消費税を除く国内企業物価指数／電力・都市ガス・水道」

（日本銀行調査統計局） 

維持管理費 
「消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器」（日本銀行

調査統計局） 

人件費 

毎月勤労統計調査（全国調査）「賃金指数（現金給与総額）

／就業形態計／調査産業計／事業所規模 30 人以上」（厚生

労働省） 

その他経費 
「消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均」（日本

銀行調査統計局） 

運営変動費 変動費単価 
「消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均」（日本

銀行調査統計局） 

 

表 ４ 運営業務委託費の改定の算出式一覧 

 

項目 記号 備考 

前回改定後の 

運営業務委託費 
Ft 

初回の改定が行われるまでは、入札時に提示される［ t］
年度の運営業務委託費。 

２回目以降の改定は、前回改定後の運営業務委託費。 

改定後の 

運営業務委託費 
F't 

物価変動等に基づく改定後の［ t］年度の運営業務委託費

（小数点以下第１位切捨て）。 

基準とする物価指数 Iｔ 

初回の改定が行われるまでは、表 ３に示す指標の入札時

点から直近１年間（令和５年６月から令和６年５月まで）

の平均値。 

２回目以降の改定は、前回改定時に用いた改定のための

物価指数。 

改定のための物価指数 I't－１ 
表 ３に示す指標の［ t－１］年度の８月 31 日時点で公表

されている直近一年間の平均値。 

当該支払い年度 T 西暦 

■算定式：𝐹′ 𝐹 𝐼′ ／𝐼    （改定率：𝐼′ ／𝐼 ） 

※改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 


